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自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律案要綱 
 

一 目的 

  この法律は、我が国における二千五十年までの脱炭素社会の実現が重要な課題であるこ

とに鑑み、我が国の基幹的な産業である自動車産業における脱炭素化の推進に関し、基本

理念を定め、国の責務を明らかにするとともに、自動車産業における脱炭素化の推進に関

する施策の基本となる事項を定めることにより、自動車産業における脱炭素化を総合的か

つ一体的に推進し、もって自動車産業の国際競争力の維持及び強化を図り、あわせて我が

国の経済の発展に寄与することを目的とすること。          （第１条関係） 

 

二 定義 

  必要な定義規定を置くこと。                   （第２条関係） 

 

三 基本理念 

 １ 自動車産業における脱炭素化の推進は、電動自動車（※）の普及の促進並びに水素と

二酸化炭素を合成して製造される燃料、燃料としての水素その他の脱炭素化に資する燃

料の実用化及び水素を燃料として用いる内燃機関の実用化の促進その他の脱炭素化に

資する自動車に関するあらゆる取組を適切に組み合わせることにより、総合的に行われ

なければならないこと。 

（※） 燃料電池自動車その他の電気自動車及び充電機能付電力併用自動車その他の電

力併用自動車並びにこれらに相当する二輪車 

 ２ 自動車産業における脱炭素化の推進は、蓄電等の機能を備えている電動自動車の普及

が分散型エネルギー社会の実現に寄与することに鑑み、地域における脱炭素化を促進す

るためのまちづくりに関する他の施策との有機的な連携が図られつつ、行われなければ

ならないこと。 

 ３ 自動車産業における脱炭素化の推進は、自動車には多数の部品が使用され、また、自

動車産業が他の多くの産業と密接な関連を有するものであること等を踏まえ、ガソリン

自動車、電気自動車その他の自動車の種類にかかわらず、自動車に係るライフサイクル

アセスメント（自動車の製造（原材料の調達、部品及び塗料の製造等を含む。以下同じ。）、

使用、再生利用、廃棄等の各段階を通じた自動車に係る温室効果ガスの総排出量その他

の環境への負荷についての総合的な評価をいう。）の観点から、総合的かつ効果的な温

室効果ガスの排出の量の削減その他の環境への負荷の低減が図られることを旨として、

行われなければならないこと。 

 ４ 自動車産業における脱炭素化の推進は、自動車の製造及び電気自動車の走行に電気が

不可欠であることに鑑み、再生可能エネルギー電気の発電及び脱炭素化に資する燃料を

用いた火力発電の推進等による発電における脱炭素化の推進と併せて、一体的に行われ

なければならないこと。 

 ５ 自動車産業における脱炭素化の推進に当たっては、自動車産業において多数の労働者

が雇用され、また、自動車産業が高度なものづくり技術を有する多くの中小企業に支え

られていることに鑑み、脱炭素化に伴う自動車産業に係る産業構造の転換が円滑に行わ

れるよう、労働力の公正な移動の確保が図られるとともに、中小企業に対する適切な支

援が行われなければならないこと。 
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 ６ 自動車産業における脱炭素化の推進に当たっては、自動車産業の国際競争力の維持及

び強化に資するよう、炭素国境調整措置の導入等の自動車産業における脱炭素化につい

ての国際的な取組において我が国が主導的な役割を担うことを旨として、国際協力が図

られなければならないこと。 

                                  （第３条関係） 

 

四 国の責務 

  国は、三の基本理念にのっとり、自動車産業における脱炭素化の推進に関する施策を総

合的かつ一体的に策定し、及び実施する責務を有すること。      （第４条関係） 

 

五 法制上の措置等 

  政府は、自動車産業における脱炭素化の推進に必要な法制上、財政上又は税制上の措置

その他の措置を講じなければならないこと。             （第５条関係） 

 

六 年次報告 

  政府は、毎年、国会に、政府が自動車産業における脱炭素化の推進に関して講じた施策

に関する報告書を提出しなければならないこと。           （第６条関係） 

 

七 基本的施策 

 １ 電動自動車の普及及び脱炭素化に資する自動車の開発等の促進 

  ⑴ 国は、電動自動車の普及を促進するため、次に掲げる措置その他の措置を講ずるも

のとすること。 

   ① 電動自動車の普及に係る最新の海外の知見を踏まえ、電動自動車について、その

取得に要する費用の補助の拡充、税制上の優遇措置の拡充、有料道路に係る料金の

減額等により、その取得等に係る負担の大幅な軽減を図ること。 

   ② 電動自動車の充電等が容易となるよう、自動車に係る既存のエネルギー供給網で

ある給油所、共同住宅その他の住宅等における電動自動車の充電等に必要な施設及

び設備の整備を促進すること。 

③ 電動自動車の蓄電池の製造に必要な原材料の確保及びこれに代替する素材の開

発の支援を行うこと。 

④ 電動自動車の整備等に関する専門的な知識又は技能を有する自動車整備士その

他の人材の育成及び確保を図ること。 

  ⑵ 国は、脱炭素化に資する自動車の開発又は技術の改良を促進するため、次に掲げる

措置その他の措置を講ずるものとすること。 

   ① 脱炭素化に資する自動車に関する幅広い技術の研究開発（脱炭素化に資する燃料

及び水素を燃料として用いる内燃機関に関する先端的な研究開発を含む。）、技術の

高度化並びに人材の育成及び確保に関する支援を行うこと。 

   ② 脱炭素化に資する自動車の部品を製造する事業者に対する支援を行うこと。 

③ 事業者の技術の活用及び創意工夫の十分な発揮を妨げるような規制の撤廃又は

緩和を速やかに推進すること。 

                                  （第７条関係） 
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 ２ 地域における脱炭素化を促進するためのまちづくりの観点からの措置 

   国は、蓄電等の機能を備えている電動自動車と住宅との間の電気の融通等が分散型エ

ネルギー社会の実現に寄与するとともに、災害時においても有用であること等に鑑み、

地域における脱炭素化を促進するためのまちづくりの観点から、地方公共団体と連携し

て、蓄電等の機能を備えている電動自動車の普及の促進、住宅における再生可能エネル

ギー電気の発電及び蓄電池の普及の促進等を図るために必要な措置を一体的に講ずる

ものとすること。                        （第８条関係） 

 

 ３ 自動車の製造等の各段階における脱炭素化 

   国は、自動車に係る温室効果ガスの総排出量の削減その他の環境への負荷の低減が図

られるよう、製鉄における水素の使用の実用化の促進その他の自動車の製造、使用、再

生利用、廃棄等の各段階における脱炭素化を促進するために必要な措置を講ずるものと

すること。                           （第９条関係） 

 

 ４ 自動車の製造等に必要な電気の発電における脱炭素化 

   国は、自動車の製造及び電気自動車等の走行に使用する電気の発電における脱炭素化

を図るため、再生可能エネルギー電気の発電及び利用並びに火力発電の燃料としての水

素及びアンモニアの活用等の新たな取組の促進その他の必要な措置を講ずるものとす

ること。                              （第 10条関係） 

 

 ５ 労働力の公正な移動等 

   国は、脱炭素化に伴う自動車産業に係る産業構造の転換の円滑化を図るため、次に掲

げる措置その他の措置を講ずるものとすること。 

  ① 労働力の公正な移動が確保されるよう、雇用の安定及び雇用機会の創出を図ること。 

  ② 中小企業に対する経営支援及び事業転換の支援を行うこと。 

                                 （第 11条関係） 

 

 ６ 国際協力の推進 

   国は、自動車産業の国際競争力の維持及び強化に資するよう、脱炭素化に資する自動

車に関する技術及び規制に係る国際標準化の枠組みにおける我が国の主導的な役割の

確保並びに自動車産業における脱炭素化に関する技術協力その他の国際協力の推進に

必要な措置を講ずるものとすること。               （第 12条関係） 

 

八 その他 

 １ この法律は、公布の日から施行すること。 

 ２ その他所要の規定の整理を行うこと。 

                                   （附則関係） 


